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国
民
健
康
保
険
加
入
者
の
み
な
さ
ん
が
自
己
負

担(

一
割
〜
三
割)

と
し
て
病
院
の
窓
口
に
支
払
っ

た
医
療
費
の
残
り
は
、
国
保
の
税
収
と
国
な
ど
か

ら
の
支
出
金
で
賄ま

か
な

っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
各

世
帯
に
負
担
し
て
い
た
だ
く
国
保
税
の
税
率
は
、

そ
の
年
度
の
医
療
費
の
総
額
を
推
計
し
、
こ
れ
か

ら
自
己
負
担
分
と
国
な
ど
か
ら
の
支
出
金
を
差
し

引
い
た
額
を
も
と
に
決
め
て
い
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
か
ら
支
払
わ
れ
る
医
療
費
は
、

加
入
者
が
年
々
高
齢
化
し
て
い
る
こ
と
や
、
平
成

十
四
年
度
に
老
人
保
健
法
の
対
象
年
齢
が
七
十
歳

か
ら
七
十
五
歳
に
引
き
上
げ
ら
れ
、
七
十
四
歳
ま

で
の
か
た
の
医
療
費
を
国
民
健
康
保
険
で
負
担
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
、

増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
方
で

国
保
税
の
税
収
は
、
加
入
者
数
が
あ
ま
り
増
え
て

い
な
い
こ
と
、
課
税
所
得
が
減
っ
て
い
る
こ
と
な

ど
か
ら
伸
び
悩
み
、
医
療
費
の
支
払
い
に
必
要
な

財
源
を
確
保
す
る
の
が
難
し
い
状
況
で
す(

下
の

グ
ラ
フ
参
照)

。

平
成
十
四
、
十
五
、
十
七
年
度
に
は
、
財
源
が

足
り
な
い
分
を
基
金
の
取
り
崩
し
で
補
い
ま
し
た

が
、
十
七
年
度
に
は
基
金
だ
け
で
は
必
要
額
に
足

り
ず
、
県
か
ら
二
億
五
千
万
円
を
借
り
入
れ
し
て
、

財
源
を
確
保
し
ま
し
た
。
し
か
も
、
十
八
、
十
九

年
度
に
は
さ
ら
に
医
療
費
の
支
出
が
増
え
る
と
見

込
ま
れ
、
も
う
基
金
の
取
り
崩
し
で
は
対
応
で
き

ま
せ
ん
。

医
療
費
を
支
払
う
た
め
の

国
保
税
が
不
足
し
て
い
ま
す

国
民
健
康
保
険

平
成
十
八
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税(
国
保

税)

の
納
税
通
知
書
は
、
六
月
二
十
九
日
(木)
に

お
送
り
し
ま
す
。
た
だ
し
、
六
月
に
四
十
歳
に

な
る
か
た(

昭
和
四
十
一
年
六
月
二
日
〜
七
月

一
日
生
ま
れ)

が
い
る
世
帯
に
は
、
七
月
中
旬

ご
ろ
お
送
り
し
ま
す
。

な
お
、
十
八
年
度
は
国
保
税
の
税
率
な
ど
を

改
正
し
ま
し
た
。
納
税
通
知
書
で
税
額
を
ご
確

認
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

国
保
税
の
納
税
通
知
書
を

６
月
29
日
(木)
に
発
送
し
ま
す

●
税
率
な
ど
が
変
わ
り
ま
し
た

税
率
改
正
を
行
わ

な
い
と
、
18
年
度

以
降
大
幅
な
財
源

不
足
に
！

※18・19年度の国保税の納付額は、18年度
に税率改正を行わなかったと想定した場
合の見込みです。

●秋田市国民健康保険の医療費と国保税の推移



※課税限度額は、年税額で医療分が53万円、介護分が９万
円です(介護分は８万円から９万円に改正されました)。

国保税は、「所得割額」「均等割額」「平等割額」の３つを合
算して算定します。「医療分」と「介護分」で税額(率)が異
なるので、それぞれ下の計算式に当てはめて年税額を計算
します。所得の申告をしていて、前年中の所得が一定額以
下の場合には、均等割額と平等割額の一部が減額されます。

所得割
(前年の所得に応じて)

均等割
(１人あたり)

年税額

＋

＋

＝

…(総所得額ー33万円)×

…加入(対象)者の人数×

…定額

●改正後の税率などについて

平等割
(１世帯あたり)

こ
の
ま
ま
で
は
増
加
す
る
医
療
費
を
支
払
う
こ

と
が
困
難
な
た
め
、
十
八
年
度
か
ら
下
表
の
よ
う

に
税
率
な
ど
を
改
正
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
加

入
者
の
み
な
さ
ん
に
は
負
担
を
お
か
け
し
ま
す

が
、
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

医療分11.73％
介護分 2.88％〔
医療分29,580円
介護分 8,950円〔

医療分36,140円
介護分 8,570円〔

…40歳～64歳のかたは、医療分と介護分の
合計。それ以外のかたは医療分のみ。

災
害
、
病
気
、
失
業
な
ど
で
生
活
が
著
し
く
困

難
に
な
っ
た
か
た
に
は
、
徴
収
猶
予
や
分
割
納
付
、

減
免
な
ど
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。
お
早
め
に
国
保

年
金
課
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

納
付
に
困
っ
た
ら
早
め
に
相
談
を

国保税の計算方法

広報あきた ６月16日号07

夫は医療分のみ、妻は医療分と介護分が課税されます。
●所得割額(収入がある夫のみ)
(医療分)
(収入) (所得控除) (基礎控除) (課税所得)

250万円ー〔120万円＋13万円(※)＋33万円〕＝84万円　
84万円×11.73％＝98,532円

●均等割額
(医療分) ２人(夫・妻)×29,580円 ＝59,160円
(介護分) １人(妻) × 8,950円　 ＝ 8,950円

●世帯割額
(医療分)  ……………………………………… 36,140円　
(介護分) ……………………………………… 8,570円

合　 計(年税額) 211,300円(100円未満切り捨て)

国民健康保険に加入している前期高齢者(※)のう
ち、市民税非課税世帯のかたは、「国民健康保険限
度額適用・標準負担額減額認定証」(以下減額認定
証)の交付を受け、医療機関に提示すると、入院した
ときの医療費および食事代が軽減されます。

対象となるかたには、６月27日(火)に申請書をお送
りしますので、必要事項を書いて、７月12日(水)まで

に国保年金課に提出してください。申請書を提出し
たかたには、８月１日から有効となる新しい減額認
定証を７月下旬に郵送します。
なお、平成17年中の所得内容により改めて判定し

ますので、今まで該当しなかったかたに新たに申請
書が送られる場合や、現在減額認定証を持っていて
も今回該当しないため申請書が送られない場合があ
ります。

※昭和７年10月１日以降に生まれた70歳以上のかたで、
老人保健法による医療受給者証をお持ちでないかた

「国民健康保険高齢受給者証」をお持ちの市民税非課税世帯のかたへ

減額認定証の申請書をお送りします

※昭和15年１月１日以前に生まれたかたで、平成16・17年中
にそれぞれ公的年金収入があった場合、平成17年中の公
的年金等所得から最大13万円を控除します。

◆課税内容について…
国保年金課賦課担当tel(866)2099
◆納付について…
国保年金課収納担当tel(866)2189

問い合わせ

国保年金課tel(866)2099問い合わせ

世帯主の夫(66歳・年金収入が年間250万円)と
妻(63歳・収入なし)の夫婦２人暮らしの場合

計算例


